
※市記入欄

申請者

申請地

該当するものに☑をしてください。

項目 市 備考

□適合　□不適合

□適合　□不適合

高さ □適合　□不適合

形態
・
意匠

□適合　□不適合

□適合　□不適合

□適合　□不適合

□適合　□不適合

□適合　□不適合

□適合　□不適合

□適合　□不適合

付属設備 □適合　□不適合

緑化

配置

色彩

屋外や屋上に設ける設備は、道路等の公共空間から見えにくい場所へ
設置するように努める。やむを得ず設置する場合は、建築物と一体的
な意匠の目隠しや緑化により見えないよう配慮する。

事前確認事項

※市記入欄

アクセントカラー（主要な色彩を補完するために使う色）の使用に際
しては、使用する色彩相互の調和やバランスに配慮すること。

アクセントカラーの使用に際しては、見付面積の５%以内とする。

主要な色彩は、周囲の景観及びまちなみとの調和に配慮する。

色彩は、他法令に基準のあるものを除き、マンセル表色系による以下
の基準を超えないものとする。
　R（赤）及びYR（橙）の色相は、彩度６以下
　Y（黄）の色相は、彩度４以下
　上記以外の色相は、彩度２以下
※自然素材を着色せずに使用する場合は、当該基準は適用しない。

できる限り前面道路から後退し、圧迫感のない配置とするよう努め
る。ただし、周辺の建築物等の壁面位置が揃っている場合はこの限り
ではない。

できる限り現況地形を活かし、長大な擁壁が生じないよう努める。ま
た、できる限り、擁壁前面か擁壁面への緑化を行うよう努める。

歴史継承拠点に位置づけている長久手古戦場（古戦場公園）、御旗
山、色金山を相互に望む眺望を阻害しないよう努める。

まちなみの連続性を意識し、まとまりある景観を形成するよう努め
る。

道路に面して樹木を植栽する。

緑地はできる限り道路から望見できる位置に設置する。

長久手市 「事前相談（景観審議会・景観アドバイザー）の利用 　　□相談済　 　□ 相談なし　　□今後相談

景観形成基準 適合チェック
具体的な配慮・工夫の内容又は
配慮しなかった場合の理由

景観形成基準に基づき景観上配慮した事項のチェックシート【住宅地域】【届出対象行為：建築物】

作成日　　　　　　年　　月　　日

「長久手市美しいまちづくり条例の開発協議対象 　　□対象　 　　　□非対象

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない



※市記入欄

申請者

申請地

該当するものに☑をしてください。

項目 市 備考

□適合　□不適合

□適合　□不適合

高さ □適合　□不適合

形態
・
意匠

□適合　□不適合

□適合　□不適合

□適合　□不適合

□適合　□不適合

□適合　□不適合

□適合　□不適合

□適合　□不適合

付属設備 □適合　□不適合

緑化

配置

色彩

屋外や屋上に設ける設備は、道路等の公共空間から見えにくい場所へ
設置するように努める。やむを得ず設置する場合は、建築物と一体的
な意匠の目隠しや緑化により見えないよう配慮する。

事前確認事項

※市記入欄

アクセントカラー（主要な色彩を補完するために使う色）の使用に際
しては、使用する色彩相互の調和やバランスに配慮すること。

アクセントカラーの使用に際しては、見付面積の１０%以内とする。

主要な色彩は、周囲の景観及びまちなみとの調和に配慮する。

色彩は、他法令に基準のあるものを除き、マンセル表色系による以下
の基準を超えないものとする。
　R（赤）及びYR（橙）の色相は、彩度６以下
　Y（黄）の色相は、彩度４以下
　上記以外の色相は、彩度２以下
※自然素材を着色せずに使用する場合は、当該基準は適用しない。

できる限り前面道路から後退し、圧迫感のない配置とするよう努め
る。ただし、周辺の建築物等の壁面位置が揃っている場合はこの限り
ではない。

できる限り現況地形を活かし、長大な擁壁が生じないよう努める。ま
た、できる限り、擁壁前面か擁壁面への緑化を行うよう努める。

－

まちなみの連続性を意識し、まとまりある景観を形成するよう努め
る。

道路に面して樹木を植栽する。

緑地はできる限り道路から望見できる位置に設置する。

長久手市 「事前相談（景観審議会・景観アドバイザー）の利用 　　□相談済　 　□ 相談なし　　□今後相談

景観形成基準 適合チェック
具体的な配慮・工夫の内容又は
配慮しなかった場合の理由

景観形成基準に基づき景観上配慮した事項のチェックシート【商業・工業地域】【届出対象行為：建築物】

作成日　　　　　　年　　月　　日

「長久手市美しいまちづくり条例の開発協議対象 　　□対象　 　　　□非対象

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない



※市記入欄

申請者

申請地

該当するものに☑をしてください。

項目 市 備考

□適合　□不適合

□適合　□不適合

高さ □適合　□不適合

□適合　□不適合

□適合　□不適合

□適合　□不適合

□適合　□不適合

□適合　□不適合

□適合　□不適合

□適合　□不適合

□適合　□不適合

付属設備 □適合　□不適合

緑化

形態
・
意匠

配置

色彩

アクセントカラーの使用に際しては、見付面積の１０%以内とする。

屋外や屋上に設ける設備は、道路等の公共空間から見えにくい場所へ
設置するように努める。やむを得ず設置する場合は、建築物と一体的
な意匠の目隠しや緑化により見えないよう配慮する。

色彩は、他法令に基準のあるものを除き、マンセル表色系による以下
の基準を超えないものとする。
　R（赤）及びYR（橙）の色相は、彩度６以下
　Y（黄）の色相は、彩度４以下
　上記以外の色相は、彩度２以下
※自然素材を着色せずに使用する場合は、当該基準は適用しない。

アクセントカラー（主要な色彩を補完するために使う色）の使用に際
しては、使用する色彩相互の調和やバランスに配慮すること。

できる限り現況地形を活かし、長大な擁壁が生じないよう努める。ま
た、できる限り、擁壁前面か擁壁面への緑化を行うよう努める。

主要な色彩は、周囲の景観及びまちなみとの調和に配慮する。

周辺の景観に配慮して、大きな面を構成しないよう分節に努める。

できる限り前面道路から後退し、圧迫感のない配置とするよう努め
る。ただし、周辺の建築物等の壁面位置が揃っている場合はこの限り
ではない。

－

まちなみの連続性を意識し、まとまりある景観を形成するよう努め
る。

道路に面して樹木を植栽する。

緑地はできる限り道路から望見できる位置に設置する。

長久手市 「事前相談（景観審議会・景観アドバイザー）の利用 　　□相談済　 　□ 相談なし　　□今後相談

景観形成基準 適合チェック
具体的な配慮・工夫の内容又は
配慮しなかった場合の理由

事前確認事項

※市記入欄

景観形成基準に基づき景観上配慮した事項のチェックシート【幹線沿道地域Ａ　住宅・商業・工業地域沿い】【届出対象行為：建築物】

作成日　　　　　　年　　月　　日

「長久手市美しいまちづくり条例の開発協議対象 　　□対象　 　　　□非対象

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない



※市記入欄

申請者

申請地

該当するものに☑をしてください。

項目 市 備考

□適合　□不適合

□適合　□不適合

高さ □適合　□不適合

□適合　□不適合

□適合　□不適合

□適合　□不適合

□適合　□不適合

□適合　□不適合

□適合　□不適合

□適合　□不適合

□適合　□不適合

付属設備 □適合　□不適合

緑化

形態
・
意匠

配置

色彩

アクセントカラーの使用に際しては、見付面積の５%以内とする。

屋外や屋上に設ける設備は、道路等の公共空間から見えにくい場所へ
設置するように努める。やむを得ず設置する場合は、建築物と一体的
な意匠の目隠しや緑化により見えないよう配慮する。

色彩は、他法令に基準のあるものを除き、マンセル表色系による以下
の基準を超えないものとする。
　R（赤）、YR（橙）、Ｙ（黄）の色相は、彩度４以下
　上記以外の色相は、彩度２以下
※自然素材を着色せずに使用する場合は、当該基準は適用しない。

アクセントカラー（主要な色彩を補完するために使う色）の使用に際
しては、使用する色彩相互の調和やバランスに配慮すること。

できる限り現況地形を活かし、長大な擁壁が生じないよう努める。ま
た、できる限り、擁壁前面か擁壁面への緑化を行うよう努める。

主要な色彩は、周囲の景観及びまちなみとの調和に配慮する。

周辺の景観に配慮して、大きな面を構成しないよう分節に努める。

できる限り前面道路から後退し、圧迫感のない配置とするよう努め
る。ただし、周辺の建築物等の壁面位置が揃っている場合はこの限り
ではない。

－

周辺の田園風景や里山風景との調和に配慮し、まとまりある景観を形
成するよう努める。

道路に面して樹木を植栽する。

緑地はできる限り道路から望見できる位置に設置する。

長久手市 「事前相談（景観審議会・景観アドバイザー）の利用 　　□相談済　 　□ 相談なし　　□今後相談

景観形成基準 適合チェック
具体的な配慮・工夫の内容又は
配慮しなかった場合の理由

事前確認事項

※市記入欄

景観形成基準に基づき景観上配慮した事項のチェックシート【幹線沿道地域Ｂ　田園・丘陵地域沿い】【届出対象行為：建築物】

作成日　　　　　　年　　月　　日

「長久手市美しいまちづくり条例の開発協議対象 　　□対象　 　　　□非対象

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない



※市記入欄

申請者

申請地

該当するものに☑をしてください。

項目 市 備考

□適合　□不適合

□適合　□不適合

□適合　□不適合

□適合　□不適合

□適合　□不適合

形態
・
意匠

□適合　□不適合

□適合　□不適合

□適合　□不適合

□適合　□不適合

□適合　□不適合

□適合　□不適合

□適合　□不適合

付属設備 □適合　□不適合

緑化

高さ

配置

色彩

屋外や屋上に設ける設備は、道路等の公共空間から見えにくい場所へ
設置するように努める。やむを得ず設置する場合は、建築物と一体的
な意匠の目隠しや緑化により見えないよう配慮する。

事前確認事項

※市記入欄

アクセントカラー（主要な色彩を補完するために使う色）の使用に際
しては、使用する色彩相互の調和やバランスに配慮すること。

アクセントカラーの使用に際しては、見付面積の５%以内とする。

主要な色彩は、周囲の景観及びまちなみとの調和に配慮する。

色彩は、他法令に基準のあるものを除き、マンセル表色系による以下
の基準を超えないものとする。
　R（赤）、YR（橙）、Ｙ（黄）の色相は、彩度４以下
　上記以外の色相は、彩度２以下
※自然素材を着色せずに使用する場合は、当該基準は適用しない。

できる限り前面道路から後退し、圧迫感のない配置とするよう努め
る。ただし、周辺の建築物等の壁面位置が揃っている場合はこの限り
ではない。

できる限り現況地形を活かし、長大な擁壁が生じないよう努める。ま
た、できる限り、擁壁前面か擁壁面への緑化を行うよう努める。ま
た、できる限り、擁壁には自然石を用いたり、壁面前面か擁壁面への
緑化を行うよう努める。

歴史継承拠点に位置づけている長久手古戦場（古戦場公園）、御旗
山、色金山を相互に望む眺望を阻害しないように努める。

周辺の田園風景や里山風景との調和に配慮し、まとまりある景観を形
成するよう努める。

敷地内の既存樹木は、できる限り保全する。ただし、やむを得ず既存
樹木を保全できない場合は、できる限り敷地内に移植し、伐採は必要
最小限にとどめるものとする。

周辺の田園風景や里山景観に配慮した高さとする。

道路に面して樹木を植栽する。

緑地はできる限り道路から望見できる位置に設置する。

長久手市 「事前相談（景観審議会・景観アドバイザー）の利用 　　□相談済　 　□ 相談なし　　□今後相談

景観形成基準 適合チェック
具体的な配慮・工夫の内容又は
配慮しなかった場合の理由

景観形成基準に基づき景観上配慮した事項のチェックシート【田園地域、丘陵地域】【届出対象行為：建築物】

作成日　　　　　　年　　月　　日

「長久手市美しいまちづくり条例の開発協議対象 　　□対象　 　　　□非対象

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない

配慮した
該当なし

配慮していない


